
（平成２１年１１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認滋賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



滋賀国民年金 事案 738 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年６月から 51年２月まで 

             ② 昭和 54年３月 

20歳になった昭和 50年＊月から会社に就職し厚生年金保険に加入するま

での間は、母親が、母親と私の二人分の保険料を納付してくれていた。 

昭和 53 年５月に会社を辞めた後、役場で国民年金の手続をした際、最初

の国民年金手帳記号番号と異なる手帳記号番号が年金手帳に記載されたの

で、これを訂正してもらい、以後、集金により保険料を納付した。 

昭和 54 年５月に別の会社へ就職後、社会保険事務所から国民年金のこと

で電話があったので、私は、今までの経緯を説明し、これにより申立期間は

納付済みとなっているものと思っていた。 

ところが、未だ、申立期間が申請免除期間とされていることに納得できな

いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②は、１か月と短期間である上、前後の期間は納付済みとされてい

ることから、申立期間②のみが申請免除期間とされていることは不自然である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50年 10月 18日に払い出さ

れた後、53年７月 10日に重複して払い出されており（50年 10 月 18日に払い

出された手帳記号番号に統合済み）、Ａ町では、それぞれの手帳記号番号に係

る国民年金被保険者名簿を保管しているが、昭和 53年度の記録に不一致が見

られる上、申立期間②は、いったん「納」と押印された後、これを抹消して「申

免」と訂正されており、申立人に係る行政側の記録管理が適正に行われていな

かった可能性がうかがわれる。 



一方、申立期間①については、Ａ町が保管する申立人の国民年金被保険者名

簿を確認しても、申請免除とされており、申立人に対し、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間①について、申立人の母親が国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民

年金の加入手続や保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の母親は既に亡

くなっているため、保険料の納付状況等が不明である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54年３月の国民年金保険料については納付していたものと認められる。



滋賀国民年金 事案 739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 61年３月まで 

Ａ市で国民年金に任意加入して以来、付加保険料を含めて国民年金保険料

を納付しており、Ｂ市へ転居後は、金融機関に勤務していた夫に保険料の納

付を任せていた。社会保険庁の記録では、申立期間が未納とされているが、

保険料を滞納した覚えは無い。 

今まで、保険料の督促を受けたことは無く、申立期間の納付を認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、長期間にわたり国民年金に任意で加入した上、

付加保険料を含めて保険料をすべて納付しており、年金に対する関心は高かっ

たものと思われる。 

また、申立人の夫は、申立期間を含め継続して厚生年金保険に加入しており、

申立期間当時の申立人世帯の経済状況に大きな変化は認められないことから、

保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない上、申立期間の保険料の

督促が行われた形跡も確認できない。 

さらに、申立期間の保険料を納付したとする申立人の夫も、国民年金加入期

間については、保険料をすべて納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



滋賀厚生年金 事案 493 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における資格取得日は昭和 19年５月 22日、資

格喪失日は 21年３月１日であると認められることから、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和元年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年５月 22日から 21 年３月１日まで 

    私は、Ａで建設中のＢ社Ｃ所に採用され、同社のＤの工場で研修を受けた

後、昭和 19年５月 22日に開所したＣ所に戻った。22年５月に同社を退職

したが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。申立期間について、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間直前に勤務していたＢ社Ｅ所における厚生年金保険被保

険者台帳によると、申立人は、昭和 19年１月７日に同社Ｅ所において厚生年

金保険被保険者資格を取得した後、同年５月 22日に資格喪失し、同日に再度

資格取得していることが確認できるが、同年５月 22日の資格喪失理由欄には

「転勤」、資格取得時の「事業主氏名又は名称及び事業所の名称」欄には「Ａ」

と記載されていることから、申立人は同社Ｅ所において資格喪失した同日に、

同社Ｃ所において資格取得したものと推認できる。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 21年３月１日にＢ社Ｆ所において被

保険者資格を取得しており、申立人が申立期間において勤務したと主張する同

社Ｃ所において申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同

僚は、「申立人とは、復員後の昭和 20年 10 月からＣ所のＦ課で一緒に給与計

算の仕事をしていた。申立人はＣ所を途中で辞めたりしていない。」と証言し

ていることから、申立人が、申立期間において同社Ｃ所に勤務していたことが

推認できる。 



さらに、Ｂ社Ｃ所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿については、社

会保険事務所において保管されておらず、確認することができない上、社会保

険事務所は、同社Ｃ所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿が保管されていな

い原因は不明と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人に係る年金記録の管理は適切であった

とは認められず、同僚の証言及び申立期間前後の申立人の記録状況から判断し

て、事業主は、申立人が昭和 19年５月 22日に厚生年金保険の被保険者資格を

取得し、21年３月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁が保管する厚生年金

保険被保険者台帳から、50円とすることが妥当である。 



滋賀厚生年金 事案 494 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日を昭和

23年４月 26日、資格喪失日を同年５月 11日に、同社Ｃ工場における資格取

得日を同年６月 26日、資格喪失日を同年 10 月７日に、同社Ｄ工場における資

格取得日を 24年４月 26日に、同社Ｃ工場における資格取得日を 25年１月 26

日に、同社Ｅ工場における資格取得日を同年５月 15日、資格喪失日を同年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については、23年４月及び同年６

月から同年９月までの期間は 600円、24年４月は 5,400円、25年１月は 7,000

円、25年５月から同年 10月までは 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①、②及び⑤の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。一方、事業主が申立人に係る申立

期間③及び④の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 23年４月 26日から同年５月 11日まで 

             ② 昭和 23年６月 26日から同年 10月７日まで 

             ③ 昭和 24年４月 26日から同年５月 26日まで 

             ④ 昭和 25年１月 26日から同年１月 30日まで 

             ⑤ 昭和 25年５月 15日から同年 11月１日まで 

    昭和 19年 10月１日から 27年５月 26日まで、Ａ社で工場巡回指導員とし

て途切れることなく勤務していたので、申立期間についても厚生年金保険の

被保険者期間であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した転勤を命じる辞令、給与明細書及び同僚の証言等により、

申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 23年４月 26日に同社Ｅ工場から同社Ｂ

工場に異動、同年５月 11日に同社Ｂ工場から同社Ｆ工場に異動、同年６月 26



日に同社Ｆ工場から同社Ｃ工場に異動、同年 10月７日に同社Ｃ工場から同社

Ｅ工場に異動、24年４月 26日に同社Ｆ工場から同社Ｄ工場に異動、25年１月

26日に同社Ｄ工場から同社Ｃ工場に異動、同年５月 15日に同社Ｃ工場から同

社Ｅ工場に異動、同年 11月１日に同社Ｅ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における社会保険

事務所の記録及びＡ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

の控の記録から、23年４月及び同年６月から同年９月までの期間は 600円、

24年４月は 5,400円、25年１月は 7,000円、25年５月から同年 10月までは

8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立期間①、②及び⑤については、資格の取得及び喪

失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤

ることは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪等に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 23

年４月、同年６月から同年９月までの期間及び 25年５月から同年 10月まで期

間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。一方、申立期間③及び④

については、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、申立期間③及び④については、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅する前に、事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る

届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



滋賀厚生年金 事案 495 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を９万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 平成 18年 12月 31日 

② 平成 19年１月 31日 

平成 18年 12月 31日及び 19年 1月 31日に支給された賞与において、厚

生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所に

２年以上経過した後に届け出たため、年金額に反映されないとされているの

で訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 事業主から提出された賞与支払明細書から、申立人は、申立期間において、

その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

 また、厚生年金保険の保険給付及び保険料納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与支給額の

それぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか

低い方の額を認定することとなることから、申立期間の標準賞与額については、

申立期間に係る賞与支払明細書の保険料控除額により、平成 18年 12月 31日

及び 19年１月 31日を９万 3,000円とすることが妥当である。 



 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が届出を行

っていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



滋賀厚生年金 事案 496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 50 年４月１日と認められること

から、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月１日から同年４月 16日まで 

   昭和 48年３月 29日にＡ社本社工場に入社し、50年４月１日付けでＡ社

（本社）へ異動したが、社会保険庁の記録では、同社における資格取得日

が 50年４月 16日となっている。 

事実と相違するので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  事業主が保管する申立人に係る異動履歴情報には、申立人は昭和 48年にＡ

社本社工場総務課に入社し、50年４月１日にＡ社（本社）庶務部総務課へ異

動したことが記載されている。 

また、昭和 50年４月１日付けの人事異動に係る辞令の控えから、申立人に

Ａ社（本社）庶務部総務課への辞令が交付されたことが確認できる。 

さらに、申立人に係る雇用保険の記録は、申立期間についてもＡ社におい

て継続していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は、昭和

50年４月１日であると認められる。



滋賀厚生年金 事案 497 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 23年１月６日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、

1,500円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年１月６日から同年 12月 15日まで 

    私は、昭和 23年１月６日にＡ社に入社し、58年３月 16日に退職するま

で勤務していたが、社会保険事務所の記録では 23年 12月 15日から厚生年

金保険に加入したこととされているので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した「社員カード」及び「選択一時金裁定通知書」の写しの記録

から、申立人は、昭和 23年１月６日から同社に継続して勤務していたことが

確認できる。 

また、事業主は、申立期間当時から入社と同時に厚生年金保険及び健康保険

の資格取得に係る手続を行っており、厚生年金保険料も控除していたとしてい

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 23年 12月の社会保険事務所の記録から、1,500円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間当時から厚生年金保険及び健康保険の資格取得に係る手続は同

時に行っていたため、昭和 23年１月６日に厚生年金保険の資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所に対して行ったと考えられるとして、申立期間に係る



保険料についても納付したと主張するが、これらを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



滋賀厚生年金 事案 498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 21年６月 21日から 22年６月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、当該期間に係る資格喪失

日（昭和 21年６月 21日）及び資格取得日（昭和 22年６月１日）を取り消し、

当該期間の標準報酬月額を 480円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住 所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年６月 21日から 22年６月１日まで 

                          ② 昭和 29年７月１日から同年８月１日まで 

   Ａ社に昭和 12年３月 26日から 46年６月 30日まで正社員として勤めてい

たのに申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間を厚生年

金保険の加入期間として認めてほしい。 

（注） 申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の厚生年金保険の加入

記録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 19年 10月１日に厚

生年金保険の資格を取得し、21年６月 21日に資格を喪失後、22年６月１日に

同社において再度資格を取得しており、21年６月 21日から 22年６月１日ま

での申立期間の被保険者期間が無い。 

 しかし、退職所得の源泉徴収票及び人事記録から判断すると、申立人は、申

立期間において、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、当該事業所において、同時期に勤務していた同僚は、「申立人は、申

立期間においてＡ社（本社）に継続して勤務していた。申立人の業務内容、勤

務形態に変更は無かった。」と証言しており、当該同僚は、申立期間において

厚生年金保険の記録が継続している。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の同僚及び申立人に係

るＡ社における昭和 21年５月の社会保険事務所の記録から 480円とすること

が妥当である。 

一方、申立期間②については、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｂ支社が厚

生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 29年８月１日であることが確認

できる。 

また、昭和 29年５月１日付けでＡ社Ｂ支社に異動となった申立人の上司も、

同年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、当時の複数の同僚は既に亡くなっており、申立人についての証言を

得ることはできない。 

加えて、Ａ社に照会したところ、申立人の申立期間②における厚生年金保険

の適用及び保険料の控除について確認できる関連資料等は無いとの回答であ

った。 

このほか、申立期間②について、申立てに係る事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、不明としているが、事業主から申立人に係る被

保険者資格の得喪等に係る届出が提出されていないにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの届出を行っており（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る昭和 21年６月から 22年５月までの保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 499 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格喪失日は、平成７年２月１日であると認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、18万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から同年２月１日まで 

Ａ社に平成７年１月 31日まで勤務していたのに、厚生年金保険の被保険者

期間は、同年１月１日までとされている。申立期間について、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は、平成７年１月１日とされているが、Ｂ厚生年金基金の加入員記録、

厚生年金基金連合会の年金支給義務承継通知及び雇用保険の記録により、申立

人は、同年１月 31日まで同社に勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ厚生年金基金に照会したところ、「申立期間当時、資格喪失届は複写

式の様式を使用しており、加入事業所から提出されたものと同一内容の書類を

社会保険事務所に提出していた。」との回答があった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主は、申立人が平成７年２月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成６年

12月の社会保険庁のオンライン記録及び当該厚生年金基金の記録から、18万円

とすることが妥当である。 



滋賀国民年金 事案 740 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年４月から 10年３月までの期間、10年５月から 12年７月

までの期間及び13年１月から14年２月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年４月から 10年３月まで 

             ② 平成 10年５月から 12年７月まで 

             ③ 平成 13年１月から 14年２月まで 

    申立期間当時は、個人事業を営んでおり、忙しかったので、国民年金保険

料の納付は、ほとんど事務員に任せていた。保険料は、Ａ市Ｂ区役所から送

られてきた納付書により同区役所で納付した。社会保険事務所の記録にある

ように、保険料の免除申請をしたり、一時期だけ納付したとは考えられない

ので、申立期間の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無い上、申立人自身は、申立期間の保険料の納付にほ

とんど関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとする事務員にも連絡

が取れず聴取できないため、保険料の納付状況等が不明である。 

申立期間①については、申立人の保険料の納付開始時期についての記憶が

曖昧
あいまい

である上、同期間のうち、平成７年７月 21日から 10年３月４日までの申

立人の住所地は、Ｃ県Ｄ市であることから、申立期間の一部は、Ａ市Ｂ区役所

で保険料を納付することはできない。 

また、申立期間②のうち、平成 11年１月から 12年３月までの期間について

は、Ａ市Ｂ区が国民年金保険料収滞納一覧表を保管しており、この記録におい

ても当該期間はすべて未納とされている。 

さらに、申立人が所持する国民年金保険料の領収証書により、申立期間②及

び③に挟まれた平成 12年８月から同年 12月までの保険料が 14年９月５日に



Ｅ社会保険事務所に過年度納付されていることが確認できることから、申立人

が申立期間の保険料を、Ａ市Ｂ区役所で定期的に納付していたものとは考え難

い。 

加えて、社会保険庁の記録では、申立人が満 60歳に到達した時点において

は、特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たしておらず、上記期間（平成

12年８月から同年 12月まで）の保険料を過年度納付することにより、受給権

を満たしていることが確認できることから、その後の期間である申立期間③の

保険料を納付したものとも推認し難い。 

このほか、申立期間について、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていた形跡や保険料の納付をうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



滋賀国民年金 事案 741 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年７月から同年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から同年 10月まで 

申立期間の国民年金保険料は父親が自宅に集金に来ていた自治会の役員

に納付してくれたと思う。納付を認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その父親が申立期間の国民年金保険料を納付したと申し立ててい

るが、Ａ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿を見ると、「S45.11月

まで保留のこと。11月に結婚するから未納の分は婚家先で納めてもらうから

納付しないとの父親から連絡あり」と記載されていることから、父親による保

険料納付は無かったものと考えられる上、同被保険者名簿には、申立期間の納

付記録が無い。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 45年度国民年金印紙検認記録

欄を確認しても、申立期間の検認印が無いまま、契印の上、検認台紙が切り離

されている。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民年金の加

入手続や保険料の納付に関与しておらず、申立人の父親は既に死亡しているた

め、保険料の納付状況等が不明である。 

加えて、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡

や申立期間の保険料の納付をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



滋賀国民年金 事案 742 
 
第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から 51年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

     
  ２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 51年９月まで 

    次女を出産したため、昭和 47 年３月末にそれまで勤務していたＡを退職

した。出産後、祖父から国民年金の加入を勧められていたので、Ｂ町役場で

加入手続を行い、厚生年金保険とつながるように、２か月か３か月分の保険

料をさかのぼって付加保険料と合わせて納付した。その後は、毎月自治会で

税金等と一緒に納付していたので記録が無いとされていることに納得でき

ない。 
 
第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａを退職してから数か月後にＢ町役場において国民年金の加入手

続を行ったと主張しているが、社会保険事務所が保管する国民金被保険者台帳

及び同町が保管する国民年金被保険者名簿には、申立人が国民年金に任意加入

したのは昭和 51年 10月 13日と記載されており、社会保険庁のオンライン記

録と一致していることが確認できる。 

   また、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情も見当たらないことから、申立期間は、未加入期間であり、制度上、国

民年金保険料を納付できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月から 47年２月まで 

申立期間について、Ａ社に勤務していたことは間違いないので、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、当時の事業主の子でもある同僚は、「私は、実際は厚生年金

保険の加入記録のある２年ほど前から勤務していた。従業員全員が入社日から

厚生年金保険に加入していたかどうかは分からない。」と証言している上、申

立人よりも若干遅れてＡ社に入社したとする総務全般を担当していた別の同

僚は、昭和 47 年１月７日になって初めて同社において厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが確認できることから、同社は必ずしもすべての従

業員を入社日から厚生年金保険に加入させていなかったことが推認できる。 

また、Ａ社は、「当時の資料等が残されていないため、詳しい状況は不明で

ある。」と回答しており、申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料控除等

について確認することができない上、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入

記録も確認することができず、ほかに、厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原

票では、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 501 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 27年から 28年まで 

    昭和 24年８月４日、Ａから帰国し、その後、Ｂの紹介でＣ社に入社した。

26 年ごろ、事業主から希望者は社会保険に入れるという話があり、私は希

望し、27 年ごろから約２年間かけていたはずなので、厚生年金保険の被保

険者期間であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言及び申立人が当時の状況を具体的に供述していることから、期間

は特定できないものの、申立人がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社は既に全喪しており、申立人の勤務状況、厚生年金保険

の適用状況及び厚生年金保険料の控除の状況を確認することはできなかった。 

また、社会保険事務所が保管する昭和 27 年９月ごろに書き換えられたとみ

られるＣ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には全喪日が記載されてい

ないことから、同社の全喪日は確認できないものの、当該名簿に記載されてい

る者は２名のみであり、いずれも昭和 28 年 10 月 26 日に被保険者資格を喪失

していることから、申立期間のうち、同日以降同社は、厚生年金保険の適用事

業所ではなかったと推認できる。 

さらに、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出

簿には、申立期間に申立人の氏名は見当たらない上、同記号番号払出簿による

と、Ｃ社に対して払い出された記号番号に該当する厚生年金保険被保険者はす

べて確認でき、申立人に対して記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申

立人が申立期間に厚生年金保険の被保険者資格を取得していたことをうかが

わせる事情も確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



                    

  

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

滋賀厚生年金 事案 502 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年５月から 35年 10 月まで 

    Ａ事業所に勤務していた期間について、厚生年金保険被保険者記録を確認

したところ、加入記録が無いとの回答であった。 

同事業所では午前８時 30分から午後５時までＢの仕事に従事していたの

で、厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言により、期間は特定できないものの、申立人が申立期間中にＡ事

業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、同事業所に照会したところ、「当時の人事記録には申立人の氏名は

無い。」との回答である上、同僚は、「申立期間当時は、Ｃ科が発足して間も

ない時期であり、正規職員の定員枠が少なかったため、正規職員以外に技術実

習生が在籍していた。技術実習生には給与の支給は無く、一定の手当が支給さ

れていた。申立人は、技術実習生として申立期間勤務していた。」と証言して

いる。 

また、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

滋賀厚生年金 事案 503 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月から 36年１月まで 

    昭和 33年３月から 36年１月までの期間は、Ａ社に勤務していた。ところ

が、社会保険庁の記録では、当該事業所における厚生年金保険の加入記録が

無い。 

申立期間は、間違いなく当該事業所に勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立人が当時の勤務状況について具体的に供述しているこ

とから、期間は明らかではないが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認す

ることができる。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間当時の人事記録、賃金台帳等の資料を廃棄

しており、申立人の勤務状況、厚生年金保険の適用状況及び厚生年金保険料の

控除の状況を確認することはできなかった。 

また、申立期間に当該事業所において厚生年金保険の被保険者記録がある同

僚 10人に聴取したところ、５人が、就職した日から被保険者となった日まで

に１年以上の差があると証言しており、うち２人は、それぞれ２年４か月、２

年１か月の差となっている。 

さらに、複数の同僚から、「当時は、事業主が厚生年金保険料の負担を嫌が

って加入させていなかったかもしれない。」との証言があり、「厚生年金保険に

加入しない方が給料の手取りが増えると上司が厚生年金保険に加入しないこ

とを勧めていたことがあった。」との証言もあることから、申立期間当時、事

業主は、従業員に厚生年金保険の被保険者資格を取得させることに消極的であ

ったことがうかがえる。 



                    

  

加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿を確認しても、申立期間において申立人の氏名は見当たらず、健康保険の

整理番号に欠番も無い。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

滋賀厚生年金 事案 504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成４年 12 月 16 日から５年１月 13 日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務しており、私が所持する年金手帳の厚生年金保

険の記録欄に、事業所名、所在地、被保険者となった日が記載されている

のに、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の被保険者期間とされておら

ず、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳の厚生年金保険の記録欄を見ると、申立ての事

業所名、所在地が記載され、被保険者となった日は平成４年 12 月 16 日と記

載されている。 

しかしながら、当該記録欄に、被保険者でなくなった日は記載されておら

ず、Ａ社は、「雇入時には、申立人を厚生年金保険に加入させる予定であっ

たが、申立人の出勤状況が悪く、すぐに退職を申し出たため、加入手続をせ

ず、保険料も納付しなかった。申立人の年金手帳に資格喪失日が記載されて

いないのも、このためである。」と回答しており、事業主が保管する会計帳

簿等を確認しても、申立人の給与から厚生年金保険料が控除された事実は確

認できない。 

また、申立人は、申立期間は国民年金第３号被保険者となっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


